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暗号メッセンジャーアプリの正式版リリース及び財布機能の拡充に関するお知らせ 
 

2020 年 4 月 17 日付開示資料「暗号メッセンジャーアプリのベータ版リリースに関する

お知らせ」に記載のとおり、当社子会社である Xinhua Mobile Limited（以下「XML」とい

います。）は、暗号メッセンジャーアプリ（以下「Crypto Messenger Wallet」といいます。）

のベータ版（正式版をリリースする前にユーザーに試用してもらうためのサンプル。）のリ

リースをお知らせしました。今般、XMLは、Crypto Messenger Wallet の正式版を Android®1

及び IOS®2向けにリリースしましたので以下の通りお知らせします。 

また、これに合わせ、Crypto Messenger Wallet の財布機能につき、ビットコイン（Bitcoin）

に加えイーサリアム（Ethereum）の格納にも対応しましたので併せてお知らせ致します。 

 

1. Crypto Messenger Wallet の概要 

基本機能は以下の通りです。 

 －端末間の暗号化されたメッセージング機能 

 －盗聴防止のため暗号化された音声データへの変換機能 

 －仮想通貨の財布機能 

 －管理者による大規模コミュニティの効率的運営を可能とするコミュニティ機能 

  －ブロックチェーン利用による匿名性の確保 

 

2. Crypto Messenger Wallet の入手先について 

2020年 6月 9日、Crypto Messenger Wallet の正式版が下記 URLのリンク先に登録完了し

ましたので、Android®及び IOS®向けのアプリが各々無料でダウンロードできます。 

Android®： Google Play® Store URL: https://play.google.com/store?hl=ja 

IOS®：    App Store®3 URL: https://www.apple.com/jp/ios/app-store/ 

なお、今後、XMLは Crypto Messenger Wallet の財布機能にビットコイン及びイーサリア

ム以外にも新たな暗号資産やトークン・クーポンを随時追加していく予定です。 

 

 

 
1 Android 及び Google Play は、Google LLC の商標又は登録商標です。 
2 IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標又は登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 
3 App Store は、Apple Inc.の商標です。 

https://play.google.com/store?hl=ja
https://www.apple.com/jp/ios/app-store/
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3. 今後の業績に与える影響 

現時点では、本件 Crypto Messenger Wallet の正式版リリースが、当社の 2020 年 12 月期

の連結業績予想に与える影響は軽微である見込みです。 

 

以 上 
 

 
ビート・ホールディングス・リミテッドについて 

 

当社、ビート・ホールディングス・リミテッドは、所有する知的財産権及び技術に基づいてヘルスケア・ブ

ロックチェーン・エコシステムの構築を含むブロックチェーン技術に基づくアプリケーションの開発、ウェ

ルネス・サービス、ヘルスケア・ウェアラブル端末のデザイン及び製造、並びに知的財産権のライセンシン

グ事業を行っております。また子会社の GINSMS Inc.（トロント・ベンチャー証券取引所に上場、TSXV：GOK）

を通じてモバイル・メッセージング・サービス並びにソフトウェア製品及びサービスを提供しています。当

社は、ケイマン諸島においてケイマン会社法に従い設立・登記された会社であり、香港に事業本部を構えシ

ンガポール、マレーシア、インドネシア、中国及びカナダに子会社を有しております。 

 

詳細は、ウェブサイト：https://www.beatholdings.com/ をご参照下さい。 

 

本書は一般公衆に向けられた開示資料であり、当社株式への投資を勧誘するものではありません。投資家は、

当社への投資を判断する際、当社の過去の適時開示資料及び法定開示資料を含むがこれらに限定されない資

料を確認し、それらに含まれるリスク要因及びその他の情報を併せて考慮した上でかかる判断を行う必要が

あります。 


